
 

南 総 第 2 1 9 号  

                            令和５年５月 19 日 

自治会町内会長 各位 

  南区総務課長 

 

緊急時情報システムを活用した災害情報の提供先の更新について(依頼) 

                         

日頃から地域防災活動にご尽力いただきましてありがとうございます。 

近年、大型台風など事前の備えが必要となる事案が多数発生していることを踏まえ、南

区役所では、平成 30年２月より電話を活用し自動音声を流す「緊急時情報システム」を使

用し、自治会町内会の皆さまに災害情報等を提供させていただいております。 

多くの自治会町内会の会長、副会長、防災担当者の方等にご登録いただいておりますが、

今年度の出水期前に改めて、新規の登録及び更新をお願いさせていただきます。 

 

１ 緊急時情報システムとは 

  災害に関する情報など緊急に区民の皆さまにお知らせしたい情報を、電話の自動音声

によりお伝えするシステムです。発信する情報は大型台風接近など事前の備えが必要と

なる気象情報、その他区役所が緊急と判断した情報となります。 
 

２ 回答方法・期限 

  登録者を別紙１の「緊急時情報システム登録用紙」に記載の上、令和５年６月 16 日

（金）までに南区役所総務課防災担当までご返信いただけますようよろしくお願いいた

します。 

 

３ 登録対象 

自治会町内会ごとに、会長、副会長、防災担当者様など最大 4 名までとさせていただ

いております。登録内容に変更がない場合は、登録用紙の提出は不要です。なお、登録内

容が不明な場合は、下記防災担当までお問い合わせください。 
                             ＜発信イメージ＞ 

４ 受伝達訓練について                   
  

 

 

 

なお、６月 16 日以降にご返信いただいた場合も、 
システムへの登録はいたしますが、受伝達訓練日ま 
でに反映が間に合わない可能性がございます、ご了承ください。 

 

５ その他 

  災害時に必要となる情報は、テレビやラジオで放送される災害に関する全般的な情報

を確認するほか、別紙２に示すようなツールを使って、いち早く情報を入手しましょう。 

  下記日程にて、受伝達訓練を実施いたします。 

令和５年６月 22 日（木）15 時～ 

発信元は 050－3187－6700 となります。南区役

所の番号ではありませんのでご注意ください。 

お問い合わせ先 
南区役所総務課 防災担当 Tel：341－1225 



「令和５年度緊急時情報システム登録用紙」 

南区役所総務課 防災担当 行 

Tel 341-1225 FAX 241-1151 

緊急時情報システムに新規登録及び更新を希望される方は下記にご記入の

上、郵送か FAX にて南区役所総務課防災担当宛に令和５年６月 16 日（金）ま

でにご返信ください。 

※６月 16 日以降にご返信いただいた場合も登録いたしますが、受伝達訓練日までに反映が間に合わ

ない可能性がございますので、ご了承ください。 

１ 現在の登録状況（☑をお願いいたします） 

□ 未登録で新規登録を希望

□ 既に登録済みで更新を希望

□ 現在の状況はわからないが登録希望

２ 緊急時情報システム登録希望者 

ご役職        ご氏名  お電話番号 

ご役職 ご氏名  お電話番号 

ご役職 ご氏名  お電話番号 

ご役職 ご氏名  お電話番号 

ご記入者 

自治会町内会名 

※いただいた個人情報は緊急時情報システム運用のみに使用するものとし、第三者に提供することはあ

りません

↑ ＦＡＸ送信 ↑ 

ＦＡＸ番号 ０４５（２４１）１１５１ 

南区役所 総務課 防災担当あて 

別紙１
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状況を確認する

CHAPTER 

01 〇状況を確認する
~ 

ー地震一

揺れがおさまり身の安全を確保したら、災害の状況・家族等の安否を確認しま

しょう。災害に関する正しい情報を把握し、次の行動に備えましょう。

＇、F冷静に情報収集を

一： 状況の把握 ］ 
揺れがおさまった後、テレビやラジオ、

スマートフオンなどで、震源地や震度

など、災害についての正しい情報を得

ましょう。

*SNS等は貴重な情報源ですが、不正確

な情報やデマが出回ることがあります

ので、正しい情報を得るように注意

しましょう。

一初期消火は最初の2~3分が勝負です。

0119番通報

R火が小さいうちに初期消火

R身の危険を感じたら、すぐに避難

＊火の手が広がったら、自分や他の住人

の安全を確保して速やかに避難しま

しょう。避難の際は、空気を絶つために

ドアを閉められる場合は閉めましょう。

●正しい情報を把握する

●家族の安否を確認する

e~ 

■ NTTが提供する

災害用伝言ダイヤル「171」

被災者が安否メッ

セージを登録し、

それ以外の人が

それを聞く「声の

伝言板」です。

宍
出

リプァ
プ
震
"
‘
に
つ
あ

ン

ア

地

と

ン

立

＜

ォ

オ

ゃ

な

ォ

役

多

フ

報

リ

フ

に

数

ト
ー
R

逮
プ
ト
時
が
。

＿

人

ア

一

害

リ

す

マ

叫

防

報

マ

父

プ

ま

ス

ネ

仏

情

ス

は

ア

り

．
 
►横浜市および南区の防災情報ツール

横浜市総務局危機管理室

公式アカウント

(@yokohama_saigai) 

■災害用伝言板

携帯電話会社が

提供し、携帯電話

やスマートフォン

から安否情報の登

録や確認をするこ

とができます。

■公衆電話

災害時、通常の電

話はつながりにく

くなりますが、公

衆電話は比較的

つながりやすいと

言われています。

南区災害肩報

ツィッター

(@y_minami_saigai) 

■横浜市防災情報Eメール（要事前登録）

パソコンや携帯電話から事前に登録いただ

いた方に、地震、津波、気象警報・注意報、河

川水位、緊急なお知らせなどを送信します。

■登録方法
下記二次元コードやメールアドレス
ヘ空メールを送信してください。
登録案内メールが届きます。

►横浜市防災情報Eメール 回,~

entry-yokohama@ 炉
bousai-mail.jp 

巨l
二次元コード■緊急速報メール（登録は必要ありません）

横浜市内のエリアにある携帯電話(NTTドコモ、au、ソフトバンクなど）に対し、横浜市

の災害情報や避難情報などを配信します。

※対応機種などについては、ご利用の通信事業者へお問い合わせください
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状況を確認する
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